
荒川区非木造建物耐震化推進事業 
のご案内 

  

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒  川  区 
  

非木造建物の耐震化を支援します！ 
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● 目的 

大規模地震による倒壊等のおそれがある非木造建物について、耐震診断に基づき耐震補

強工事、耐震建替え工事等を行う区民を支援する制度を確立することで建物の耐震性の向

上を推進し、もって大規模地震による建物倒壊等から区民の生命と財産を守ることを目的

とします。 

● 事業体系図 

 
 

耐震診断に要した費用※１の一部を補助します。 

対象建物 補助対象費用の限度額 補助率 
補助金の 

限度額 

※２ 

分譲マンション 

 

次のアからウまでの区分に応じ、それぞれの基

準により算出した額を合算した額 

ア 
床面積が1,000 ㎡以内の

部分 
4,580円／㎡ 

イ 
床面積が1,000 ㎡を超え

2,000㎡以内の部分 
2,350円／㎡ 

ウ 
床面積が2,000 ㎡を超え

る部分 
1,570円／㎡ 

 

2／3 
400万

円 

賃貸マンション 1／2 
200万

円 

戸建住宅等 
■貸家の場合は補助率1/2 

なし 2／3 15万円 

※１ 耐震診断に要した費用に加え、耐震診断に必要な設計図書が備えられていない場合の設計図書復元費用

も補助対象にすることができます。 

※２ 分譲マンションの場合は耐震診断を行うことについて区分所有者の半数以上の同意が必要です。 

□ 対象建物は、次のすべてに該当する建物です。 

◆ 区内の分譲マンション、賃貸マンション、戸建住宅等（店舗等の併用住宅は住宅部分

の床面積が延べ面積の1／2以上であること） 

◆ 昭和５６年５月３１日以前に建築（新築や増築）された建物 

◆ 耐震診断に必要な設計図書が備えられていること。備わっていない場合は耐震診断を

実施する際に設計図書を復元できること。 

◆ 建築基準法その他の関係法令等に違反していない建物 

 

耐震診断支援事業 耐震補強設計支援事業 耐震補強工事支援事業 

耐震建替え工事支援事業 

●  耐震診断支援事業 
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● 耐震補強設計支援事業    

耐震補強設計に要した費用の一部を補助します。 

分譲マンション             ⇒  設計費の２／３（限度額１００万円） 

賃貸マンション                 ⇒  設計費の１／２（限度額 ５０万円） 

戸建住宅等 ■貸家の場合は補助率1/2       ⇒  設計費の２／３（限度額 １５万円） 

□ 対象建物は、区の耐震診断支援事業を受けた建物で、耐震診断の結果Iｓ値が 

０.６未満の建物（診断後５年以内）です。 

※分譲マンションの場合は耐震補強設計を行うことについて区分所有者の半数以上の

同意が必要です。 

 

● 耐震補強工事支援事業  

耐震補強工事に要した費用の一部を補助します。 

分譲マンション            ⇒ 工事費の２／３（限度額１，０００万円） 

賃貸マンション            ⇒ 工事費の１／２（限度額 ５００万円）   

戸建住宅等               ⇒ 工事費の4／5（限度額 １8０万円） 

  ※分譲マンションの場合は耐震補強工事を行うことについて集会の決議で決している

ことが必要です。 

 

● 耐震建替え工事支援事業    

耐震建替え工事（既存の建物を除却するとともに、当該建物の敷地に建物を新たに建

築する工事）に要した費用の一部を補助します。 

戸建住宅等                ⇒    工事費の４／５（限度額２００万円） 

□ 対象建物は、次のすべてに該当する建物です。 

◆ 区の耐震診断支援事業を受けた建物で、耐震診断の結果Iｓ値が０.６未満の建物 

（診断後５年以内） 

◆ 耐震建替え後も耐震建替え前の建物の所有者が引き続き所有する建物 

◆ 耐震建替え後の建物が、建築基準法その他の関係法令等に適合し、検査済証の交付

を受けることができるもの 

◆ 密集住宅市街地整備促進事業の事業計画で、建替えに伴って拡幅整備を行うものと

して位置付けられた、現況幅員が６メートル未満の主要生活道路に接する敷地におい

ては、耐震建替え工事後の建物が当該主要生活道路の道路中心線から３メートル以上

後退しているもの。 
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● 分譲マンション耐震アドバイザー派遣事業 

区が無料で分譲マンション耐震アドバイザー（区に登録された一級建築士又はマンシ

ョン管理士）を派遣し、耐震化のアドバイスなどを１棟につき３回まで行います。 

□ 内容 

◆ 建物現地調査の実施（建物目視調査、設計図書確認等） 

◆ 耐震化の必要性や技術的なアドバイス 

◆ 耐震化に向けた区分所有者間の合意形成の支援 

□ 対象建物 

   次のすべてに該当する建物です。 

◆ 区内にある分譲マンション 

◆ 昭和５６年５月３１日以前に建築（新築や増築）された建物 

◆ 建築基準法その他の関係法令等に違反していない建物 

 

 

 

●手続きの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※契約は内定決定後に行ってください 
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● 添付書類一覧表  

 申請書の種類 添付書類の種類 

耐
震
診
断 

荒川区非木造建物耐震診

断補助金交付内定申請書 

○建物の所有権及び建築年月日を証する書類の写し 

○建物に居住している者の住民票（写）（直近のもの）（第４条第１項第１号

アからエまでに掲げる建物について申請を行う場合に限る。ただし、当該

建物について賃貸借契約が締結されている場合を除く。） 

○建物賃貸借契約書又は建物賃貸借契約の締結を証する書類の写し（第４条

第１項第１号イ及びエに掲げる建物について申請を行う場合に限る。） 

○不在住証明書等の空き家であることを証する書類の写し（第４条第１項第

１号キに掲げる建物について申請を行う場合に限る。） 

○賃貸借契約確約書、売買契約書その他補助対象建築物を賃借し、又は購入

することを証明する書類の写し（第４条第１項第１号キに掲げる建物につ

いて申請を行う場合に限る。） 

〇地域まちづくりに資する事業を行うことの事業計画書（第４条第１項第１

号キに掲げる建物について申請を行う場合に限る。） 

○住民税納税証明書（直近１年分の納めるべき額を全て納付していることを

確認できるもの）（分譲マンションの場合を除く） 

○国民健康保険料納付済額証明書（直近１年分の納めるべき額を全て納付し

ていることを確認できるもの）（分譲マンションの場合を除く） 

○設計図書（案内図、配置図、平面図、立面図）（設計図書が備えられていな

い場合はこの限りでない。） 

○見積書 

○工程表（概要） 

○一級建築士免許証の写し 

○代表者承諾書（建物の所有者が複数の場合（申請者が分譲マンション管理

組合の場合を除く）） 

○地縁団体台帳の写し（申請者が町会の場合） 

○法人現在事項全部証明書（写）（申請者が法人の場合） 

○法人住民税納税証明書（写）（申請者が法人の場合（直近のもの）） 

○管理組合の規約、耐震診断を受ける旨が記載された書面、理事長であるこ

とを証する書類（申請者が分譲マンション管理組合の場合） 

荒川区非木造建物耐震

診断補助交付内定申請

取下書 

○荒川区非木造建物耐震診断補助金交付内定可否決定通知書  

荒川区非木造建物耐震

診断着手届 

○契約書の写し 

○工程表 

荒川区非木造建物耐震

診断完了報告書兼交付

申請書 

○領収書又は代金の精算が証明できる書類の写し 

○耐震診断報告書  

○診断費の請求書の写し（受領委任の場合） 

○受領委任状（受領委任の場合） 

全
体
設
計 

荒川区非木造建物耐震

化推進事業事業計画

（承認・変更承認）申

請書 

○工程表（概要） 

○見積書（概要） 

○その他区長が必要と認めた書類 
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耐
震
補
強
設
計
・
耐
震
補
強
工
事
・
建
替
え
工
事 

 

荒川区非木造建物耐震

化推進事業補助金交付

内定申請書 

○建物の所有権及び建築年月日を証する書類 

○耐震診断報告書の写し 

○住民票（写）（直近のもの）（第４条第１項第１号アからエまでに掲げる

建物について申請を行う場合に限る。ただし、当該建物について賃貸借

契約が締結されている場合を除く。） 

○建物賃貸借契約書又は建物賃貸借契約の締結を証する書類の写し（第４条

第１項第１号イ及びエに掲げる建物について申請を行う場合に限る。） 

○不在住証明書等の空き家であることを証する書類（第４条第１項第１号

キに掲げる建物について申請を行う場合に限る。） 

○賃貸借契約確約書又は売買契約書その他補助対象建築物を賃借し、又は購

入することを証明する書類の写し（第４条第１項第１号キに掲げる建物に

ついて申請を行う場合に限る。） 

〇地域まちづくりに資する事業を行うことの事業計画書（補助対象者が第５

条第１項第４号ア（イ）の場合に限る。） 

○住民税納税証明書（直近１年分の納めるべき額を全て納付していることを

確認できるもの）（分譲マンションの場合を除く） 

○国民健康保険料納付済額証明書（直近１年分の納めるべき額を全て納付し

ていることを確認できるもの）（分譲マンションの場合を除く） 

○見積書 

○工程表（概要） 

○代表者承諾書（建物の所有者が複数の場合（申請者が分譲マンション管理

組合の場合を除く）） 

○町会及び防災区民組織に対する助成金交付決定通知書（写）（申請者が町会

の場合） 

○法人現在事項全部証明書（写）（申請者が法人の場合） 

○法人住民税納税証明書（写）（直近のもの）（申請者が法人の場合） 

○管理組合の規約、申請する事業（耐震補強設計又は耐震補強工事）を行う

旨が記載された書面及び理事長であることを証する書類（申請者が分譲マンシ

ョン管理組合の場合） 

○土地全部事項証明書又は土地の所有権を証する書類（耐震補強工事又は耐

震建替え工事の場合） 

○土地の所有者の承諾書（借地又は所有者が複数いる場合で、耐震補強工事

又は耐震建替え工事の場合） 

○耐震補強設計に関する評定書（写）（延べ面積５００平方メートル以上の建

物の耐震補強工事の場合） 

○工事に関する設計図書（案内図、配置図、平面図、立面図等工事の内容が

明示された書類）（耐震補強工事又は耐震建替え工事の場合） 

○現況写真（カラー）（耐震補強工事又は耐震建替え工事の場合） 

荒川区非木造建物耐震

化推進事業補助金交付

内定申請取下書 

○荒川区非木造建物耐震化推進事業補助金交付内定可否決定通知書 

荒川区非木造建物耐震

化推進事業着手届 

○契約書の写し 

○工程表（年度ごとの出来高がわかるもの） 

○確認済証(建築物) の写し及び確認申請書(建築物)（第一面から第五面ま

で）の写し（耐震建替え工事の場合） 
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荒川区非木造建物耐震

化推進事業完了報告書

兼交付申請書 

○領収書又は代金の精算が証明できる書類の写し 

○事業費の請求書の写し（受領委任の場合） 

○受領委任状（受領委任の場合） 

○耐震補強工事に関する設計図書（案内図、配置図、平面図、立面図、構造

図、構造計算書等工事の内容が明示された書類）（耐震補強設計の場合） 

○耐震補強設計に関する評定書（写）（延べ面積が５００平方メートル以上の

建物の場合）（耐震補強設計の場合） 

○工事の状況（着手前・工事中・完了後）が把握できる写真（カラー） 

○検査済証（建築物）（写）、設計図書（案内図、配置図、平面図、立面図）

（耐震建替え工事の場合） 

○建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類（耐震建替え工事の場

合） 

○住民票（写）（補助対象者が第５条第１項第４号ア（ア）の場合に限る。） 

ア
ド
バ
イ
ザ
ー 

荒川区分譲マンション
耐震アドバイザー派遣
申請書 

○建物の所有権又は建築年月日を証する書類の写し 

○管理組合の規約及び理事長であることを証する書類 

※ 上記添付書類のほか、区長が特に必要と認めるもの。                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔令和８年４月作成〕 

 
問合せ先  荒川区 防災都市づくり部 住まい街づくり課 住宅係 

電話３８０２－３１１１ 内線２８２６ 


